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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 5月 26日 (2006.5.26)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 と デ ー タ の 送 受 信 が 可 能 で あ り 、 所 定 の 無 線 通 信 領 域 内 に 存
在 す る 無 線 通 信 可 能 な 端 末 装 置 か ら の 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト を 介 し た ネ ッ ト ワ ー ク
へ の 無 線 通 信 接 続 を 管 理 す る 無 線 通 信 接 続 管 理 サ ー バ で あ っ て 、
　 前 記 端 末 装 置 が 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト を 介 し て 無 線 通 信 接 続 を 行 う 際 、 前 記

か ら 当 該 端 末 装 置 の 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト を 介 し た ネ ッ ト ワ ー ク へ の
無 線 通 信 接 続 に 関 す る 無 線 通 信 接 続 要 求 を 取 得 す る 接 続 要 求 取 得 手 段 と 、
　 前 記 接 続 要 求 取 得 手 段 が 前 記 無 線 通 信 接 続 要 求 を 取 得 し た 場 合 、 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ
ス ポ イ ン ト へ の 無 線 通 信 接 続 の た め の 登 録 事 項 の 入 力 を 前 記 に 対 し て 促 す 登 録 指
示 手 段 と 、
　 前 記 登 録 指 示 手 段 に よ っ て 登 録 事 項 が 入 力 さ れ た 場 合 、 前 記 入 力 さ れ た 登 録 事 項 の 内 容
に 基 づ い て 、 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト へ の 無 線 通 信 接 続 を 許 可 す る か 否 か を 決 定
す る 接 続 許 可 手 段 と 、
　 前 記 接 続 許 可 手 段 に よ っ て 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト へ の 無 線 通 信 接 続 が 許 可 さ
れ た 場 合 、 前 記 端 末 装 置 と 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト と の 無 線 通 信 接 続 を 行 う 接 続
手 段 と 、
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 無 線 通 信 接 続 管 理 サ ー バ 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 接 続 許 可 手 段 に よ っ て 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト へ の 無 線
通 信 接 続 が 許 可 さ れ た 場 合 、 前 記 登 録 指 示 手 段 に よ っ て 入 力 さ れ た 登 録 事 項 を 前 記 無 線 通
信 接 続 管 理 サ ー バ 側 に 提 示 し 、 前 記 接 続 手 段 に よ っ て 前 記 端 末 装 置 の 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク
セ ス ポ イ ン ト へ の 無 線 通 信 接 続 を 行 う か ど う か の 決 定 を 促 す 接 続 決 定 手 段 を さ ら に 備 え た
こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 無 線 通 信 接 続 管 理 サ ー バ 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 前 記 接 続 手 段 に よ っ て 前 記 端 末 装 置 と 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン
ト と の 無 線 通 信 接 続 が 行 わ れ た 場 合 、 当 該 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト の 利 用 料 金 を 前 記

に 対 し て 課 金 す る 課 金 手 段 を さ ら に 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は 請 求
項 ２ 記 載 の 無 線 通 信 接 続 管 理 サ ー バ 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 前 記 接 続 手 段 に よ っ て 前 記 端 末 装 置 と 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン
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ト と の 無 線 通 信 接 続 が 行 わ れ た 場 合 、 前 記 無 線 通 信 接 続 が 開 始 さ れ て か ら 終 了 す る ま で の
接 続 時 間 を 計 測 す る 計 測 手 段 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 課 金 手 段 は 、 前 記 計 測 時 間 に よ っ て 計 測 さ れ た 接 続 時 間 に 基 づ い て 、 前 記 無 線 Ｌ Ａ
Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト の 利 用 料 金 を 課 金 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 記 載 の 無 線 通 信 接 続
管 理 サ ー バ 。
　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 前 記 接 続 手 段 に よ っ て 前 記 端 末 装 置 と 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン
ト と の 無 線 通 信 接 続 が 行 わ れ た 場 合 、 前 記 接 続 時 間 内 に 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト
を 介 し て 前 記 ネ ッ ト ワ ー ク か ら 前 記 端 末 装 置 に 送 信 さ れ た デ ー タ 量 を 算 出 す る デ ー タ 量 算
出 手 段 を さ ら に 備 え 、
　 前 記 課 金 手 段 は 、 前 記 デ ー タ 量 算 出 手 段 に よ っ て 算 出 さ れ た デ ー タ 量 に 基 づ い て 、 前 記
無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト の 利 用 料 金 を 課 金 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ま た は 請 求
項 ４ 記 載 の 無 線 通 信 接 続 管 理 サ ー バ 。
　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 前 記 接 続 手 段 は 、 前 記 端 末 装 置 と 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト と
の 無 線 通 信 接 続 を 行 う 際 に 、 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト に よ り 管 理 さ れ て い る 前 記
無 線 Ｌ Ａ Ｎ を 識 別 す る た め の 所 定 の 識 別 子 を 、 前 記 に 通 知 す る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ な い し 請 求 項 ５ の い ず れ か 一 項 記 載 の 無 線 通 信 接 続 管 理 サ ー バ 。
　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 前 記 端 末 装 置 お よ び 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト は 、 Ｗ Ｅ Ｐ （ Ｗ
ｉ ｒ ｅ ｄ 　 Ｅ ｑ ｕ ｉ ｖ ａ ｌ ｅ ｎ ｔ 　 Ｐ ｒ ｉ ｖ ａ ｃ ｙ ） 暗 号 通 信 機 能 を 備 え 、
　 前 記 接 続 手 段 は 、 前 記 Ｗ Ｅ Ｐ 暗 号 通 信 機 能 を 用 い て 暗 号 通 信 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ な い し 請 求 項 ６ の い ず れ か 一 項 記 載 の 無 線 通 信 接 続 管 理 サ ー バ 。
　 　 【 請 求 項 ８ 】 　 前 記 Ｗ Ｅ Ｐ 暗 号 通 信 機 能 を 実 行 さ せ る た め の Ｗ Ｅ Ｐ キ ー を 前 記

へ 通 知 す る 通 知 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 記 載 の 無 線 通 信 接 続 管 理 サ ー バ
。
　 　 【 請 求 項 ９ 】 　 前 記 接 続 要 求 取 得 手 段 は 、 前 記 の 電 話 番 号 を 前 記 無 線 通 信 接
続 要 求 に お け る 利 用 者 情 報 と し て 取 得 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ な い し 請 求 項 ８ の い
ず れ か 一 項 記 載 の 無 線 通 信 接 続 管 理 サ ー バ 。
　 　 【 請 求 項 １ ０ 】 　 前 記 接 続 要 求 取 得 手 段 は 、 前 記 端 末 装 置 の Ｍ Ａ Ｃ （ Ｍ ｅ ｄ ｉ ａ 　 Ａ
ｃ ｃ ｅ ｓ ｓ 　 Ｃ ｏ ｎ ｔ ｒ ｏ ｌ ） ア ド レ ス を 、 前 記 無 線 通 信 接 続 要 求 に お け る 接 続 先 情 報 と
し て 取 得 し 、
　 前 記 接 続 許 可 手 段 は 、 前 記 Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス に 基 づ い て 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト
へ の 無 線 通 信 接 続 を 許 可 す る か 否 か を 決 定 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ な い し 請 求 項 ９
の い ず れ か 一 記 載 の 無 線 通 信 接 続 管 理 サ ー バ 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ６ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 で は 、 と デ ー タ の 送 受 信 が 可 能 で あ り 、 所 定 の 無 線 通 信 領
域 内 に 存 在 す る 無 線 通 信 可 能 な 端 末 装 置 か ら の 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト を 介 し た ネ ッ
ト ワ ー ク へ の 無 線 通 信 接 続 を 管 理 す る 無 線 通 信 接 続 管 理 サ ー バ で あ っ て 、 前 記 端 末 装 置 が
前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト を 介 し て 無 線 通 信 接 続 を 行 う 際 、 前 記 か ら 当 該
端 末 装 置 の 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト を 介 し た ネ ッ ト ワ ー ク へ の 無 線 通 信 接 続 に 関
す る 無 線 通 信 接 続 要 求 を 取 得 す る 接 続 要 求 取 得 手 段 と 、 前 記 接 続 要 求 取 得 手 段 が 前 記 無 線
通 信 接 続 要 求 を 取 得 し た 場 合 、 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト へ の 無 線 通 信 接 続 の た め
の 登 録 事 項 の 入 力 を 前 記 に 対 し て 促 す 登 録 指 示 手 段 と 、 前 記 登 録 指 示 手 段 に よ っ
て 登 録 事 項 が 入 力 さ れ た 場 合 、 前 記 入 力 さ れ た 登 録 事 項 の 内 容 に 基 づ い て 、 前 記 無 線 Ｌ Ａ
Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト へ の 無 線 通 信 接 続 を 許 可 す る か 否 か を 決 定 す る 接 続 許 可 手 段 と 、 前 記
接 続 許 可 手 段 に よ っ て 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト へ の 無 線 通 信 接 続 が 許 可 さ れ た 場
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合 、 前 記 端 末 装 置 と 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト と の 無 線 通 信 接 続 を 行 う 接 続 手 段 と
、 を 備 え た こ と に よ り 、 前 記 目 的 を 達 成 す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 請 求 項 ２ 記 載 の 発 明 で は 、 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 に お い て 、 前 記 接 続 許 可 手 段 に よ っ て 前
記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト へ の 無 線 通 信 接 続 が 許 可 さ れ た 場 合 、 前 記 登 録 指 示 手 段 に
よ っ て 入 力 さ れ た 登 録 事 項 を 前 記 無 線 通 信 接 続 管 理 サ ー バ 側 に 提 示 し 、 前 記 接 続 手 段 に よ
っ て 前 記 端 末 装 置 の 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト へ の 無 線 通 信 接 続 を 行 う か ど う か の
決 定 を 促 す 接 続 決 定 手 段 を さ ら に 備 え た こ と に よ り 、 前 記 目 的 を 達 成 す る 。
　 請 求 項 ３ 記 載 の 発 明 で は 、 請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ 記 載 の 発 明 に お い て 、 前 記 接 続 手 段
に よ っ て 前 記 端 末 装 置 と 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト と の 無 線 通 信 接 続 が 行 わ れ た 場
合 、 当 該 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト の 利 用 料 金 を 前 記 に 対 し て 課 金 す る 課 金 手
段 を さ ら に 備 え た こ と に よ り 、 前 記 目 的 を 達 成 す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 請 求 項 ６ 記 載 の 発 明 で は 、 請 求 項 １ な い し 請 求 項 ５ の い ず れ か 一 項 記 載 の 発 明 に お い て
、 前 記 接 続 手 段 は 、 前 記 端 末 装 置 と 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト と の 無 線 通 信 接 続 を
行 う 際 に 、 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト に よ り 管 理 さ れ て い る 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ を 識 別
す る た め の 所 定 の 識 別 子 を 、 前 記 に 通 知 す る こ と に よ り 、 前 記 目 的 を 達 成 す る 。
　 請 求 項 ７ 記 載 の 発 明 で は 、 請 求 項 １ な い し 請 求 項 ６ の い ず れ か 一 項 記 載 の 発 明 に お い て
、 前 記 端 末 装 置 お よ び 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト は 、 Ｗ Ｅ Ｐ （ Ｗ ｉ ｒ ｅ ｄ 　 Ｅ ｑ ｕ
ｉ ｖ ａ ｌ ｅ ｎ ｔ 　 Ｐ ｒ ｉ ｖ ａ ｃ ｙ ） 暗 号 通 信 機 能 を 備 え 、 前 記 接 続 手 段 は 、 前 記 Ｗ Ｅ Ｐ 暗
号 通 信 機 能 を 用 い て 暗 号 通 信 を 行 う こ と に よ り 、 前 記 目 的 を 達 成 す る 。
　 請 求 項 ８ 記 載 の 発 明 で は 、 請 求 項 ７ 記 載 の 発 明 に お い て 、 前 記 Ｗ Ｅ Ｐ 暗 号 通 信 機 能 を 実
行 さ せ る た め の Ｗ Ｅ Ｐ キ ー を 前 記 へ 通 知 す る 通 知 手 段 を 備 え る こ と に よ り 、 前 記
目 的 を 達 成 す る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 請 求 項 ９ 記 載 の 発 明 で は 、 請 求 項 １ な い し 請 求 項 ８ の い ず れ か 一 項 記 載 の 発 明 に お い て
、 前 記 接 続 要 求 取 得 手 段 は 、 前 記 の 電 話 番 号 を 前 記 無 線 通 信 接 続 要 求 に お け る 利
用 者 情 報 と し て 取 得 す る こ と に よ り 、 前 記 目 的 を 達 成 す る 。
　 請 求 項 １ ０ 記 載 の 発 明 で は 、 請 求 項 １ な い し 請 求 項 ９ の い ず れ か 一 項 記 載 の 発 明 に お い
て 、 前 記 接 続 要 求 取 得 手 段 は 、 前 記 端 末 装 置 の Ｍ Ａ Ｃ （ Ｍ ｅ ｄ ｉ ａ 　 Ａ ｃ ｃ ｅ ｓ ｓ 　 Ｃ ｏ
ｎ ｔ ｒ ｏ ｌ ） ア ド レ ス を 、 前 記 無 線 通 信 接 続 要 求 に お け る 接 続 先 情 報 と し て 取 得 し 、 前 記
接 続 許 可 手 段 は 、 前 記 Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス に 基 づ い て 前 記 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト へ の 無
線 通 信 接 続 を 許 可 す る か 否 か を 決 定 す る こ と に よ り 、 前 記 目 的 を 達 成 す る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
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【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ １ １ 】
　 　 【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
　 以 下 、 本 発 明 の 好 適 な 実 施 の 形 態 に つ い て 図 １ な い し 図 ３ を 参 照 し て 詳 細 に 説 明 す る 。
　 図 １ は 、 本 実 施 の 形 態 に 係 る 無 線 Ｌ Ａ Ｎ シ ス テ ム の 構 成 を 示 し た 図 で あ る 。
　 本 実 施 の 形 態 に 係 る 無 線 Ｌ Ａ Ｎ シ ス テ ム は 、 図 １ に 示 し た よ う に 、 無 線 通 信 接 続 管 理 サ
ー バ １ ０ と 、 こ の 無 線 接 続 管 理 サ ー バ １ ０ と 有 線 Ｌ Ａ Ｎ で 接 続 さ れ た 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス
ポ イ ン ト ２ と 、 無 線 通 信 接 続 管 理 サ ー バ １ ０ と 携 帯 電 話 網 （ 公 衆 携 帯 網 ） ４ お よ び イ ン タ
ー ネ ッ ト ３ を 介 し て 無 線 通 信 を 行 う 携 帯 電 話 端 末 （ 無 線 通 信 が 可 能 な 携 帯
端 末 ） １ ａ 、 携 帯 電 話 端 末 １ ａ に よ っ て 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト ２ へ の 利 用 登 録 が 行
わ れ る 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ク ラ イ ア ン ト １ と か ら 構 成 さ れ て い る 。
　 無 線 通 信 接 続 管 理 サ ー バ １ ０ は 、 携 帯 電 話 端 末 １ ａ か ら の ア ク セ ス （ 無 線 信 号 ） に 基 づ
い て 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト ２ へ の 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ク ラ イ ア ン ト １ の 利 用 登 録 や 接 続 処
理 を 行 う か ど う か を 決 定 す る よ う に な っ て い る 。
　 な お 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ク ラ イ ア ン ト １ は 、 使 用 者 （ ク ラ イ ア ン ト ） が 使 用 す る Ｐ Ｃ （ パ ー ソ
ナ ル コ ン ピ ュ ー タ ） な ど の 情 報 処 理 端 末 で あ り 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト ２ の 利 用 が
許 可 さ れ た 場 合 に 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト ２ と 無 線 通 信 接 続 を 行 う 無 線 Ｌ Ａ Ｎ カ ー ド
を 有 し て い る も の と す る 。 ま た 、 こ こ で は 一 例 と し て 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ク ラ イ ア ン ト １ は 、 無
線 Ｌ Ａ Ｎ 通 信 方 式 に よ る 通 信 が 可 能 と し て 無 線 ア ク セ ス ポ イ ン ト ２ に は 非 登 録 で あ る 非 登
録 端 末 と し 、 利 用 登 録 を 携 帯 電 話 端 末 １ ａ を 介 し て 行 う も の と す る 。
　 ま た 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ク ラ イ ア ン ト １ は 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト ２ と の 通 信 可 能 距 離
内 に 配 置 さ れ て い る も の と す る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ２ ３ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 で は 、 接 続 要 求 取 得 手 段 が 無 線 通 信 接 続 要 求 を 取 得 し た 場 合 、 無 線
Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト へ の 無 線 通 信 接 続 の た め の 登 録 事 項 の 入 力 を 携 帯
電 話 に 対 し て 促 す 登 録 指 示 手 段 と 、 登 録 指 示 手 段 に よ っ て 登 録 事 項 が 入 力 さ れ た 場 合 、 入
力 さ れ た 登 録 事 項 の 内 容 に 基 づ い て 、 無 線 ア ク セ ス ポ イ ン ト へ の 無 線 通 信 接 続 を 許 可 す る
か 否 か を 決 定 す る 接 続 許 可 手 段 と 、 を 備 え た こ と に よ り 、 使 用 者 各 自 の 携
帯 電 話 端 末 で 無 線 Ｌ Ａ Ｎ シ ス テ ム 内 の 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト の 利 用 申 請 が 可 能 で あ
り 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト の 設 定 も 自 動 的 に 行 う こ と が で き 、 公 衆 エ リ ア で の 不 特
定 多 数 の 利 用 者 が 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト を 簡 便 に 利 用 す る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 請 求 項 ３ 記 載 の 発 明 で は 、 接 続 手 段 に よ っ て 端 末 装 置 と 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト と
の 無 線 通 信 接 続 が 行 わ れ た 場 合 、 当 該 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト の 利 用 料 金 を

携 帯 電 話 に 対 し て 課 金 す る 課 金 手 段 を さ ら に 備 え た の で 、 接 続 の 登 録 に 使 用 し た
携 帯 電 話 端 末 の 使 用 者 に 対 し て 課 金 を 行 う こ と が で き 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス

ポ イ ン ト の サ ー ビ ス 提 供 者 は 確 実 に 課 金 を 行 う こ と が で き る 。
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【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 請 求 項 ６ 記 載 の 発 明 で は 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ を 識 別 す る た め の 所 定 の 識 別 子 を
携 帯 電 話 か ら 取 得 す る こ と に よ り 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト と 端 末 装 置 と の 接 続 を 容
易 す る こ と が で き る 。
　 請 求 項 ７ 記 載 の 発 明 で は 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト と 端 末 装 置 間 の 通 信 に Ｗ Ｅ Ｐ 暗
号 化 方 式 を 使 用 す る こ と に よ り 、 無 線 通 信 接 続 管 理 サ ー バ の セ キ ュ リ テ ィ を 向 上 さ せ る こ
と が で き る 。
　 請 求 項 ８ 記 載 の 発 明 で は 、 携 帯 電 話 を 介 し て Ｗ Ｅ Ｐ キ ー を 入 手 す る こ と
に よ り 、 Ｗ Ｅ Ｐ 暗 号 化 方 式 を 使 用 し た 通 信 を 行 う こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 請 求 項 ９ 記 載 の 発 明 で は 、 接 続 要 求 を 送 信 す る 際 に 携 帯 電 話 の 番 号 を 無
線 通 信 接 続 管 理 サ ー バ に 通 知 す る こ と に よ り 、 利 用 者 情 報 の 入 力 を 容 易 に 行 う こ と が で き
、 さ ら に 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ イ ン ト の 利 用 料 金 の 課 金 を 簡 単 に 行 う こ と が で き る 。
　 請 求 項 １ ０ 記 載 の 発 明 で は 、 取 得 し た Ｍ Ａ Ｃ ア ド レ ス に 基 づ い て 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス ポ
イ ン ト へ の 無 線 通 信 接 続 を 許 可 す る か 否 か を 決 定 す る こ と こ と に よ り 、 無 線 通 信 接 続 管 理
サ ー バ の セ キ ュ リ テ ィ を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
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